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交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、昭和４５年６

月、交通安全対策基本法（昭和４５年法律第１１０号）が制定され、これ

に基づき深谷市では、関係行政機関・交通安全団体などと連携し、交

通安全対策を積極的に推進してきました。 

その結果、市内の交通事故死者数は、昭和４５年の４９人をピークとし

て着実に減少し、令和２年は６人と８分の１以下になりました。 

しかしながら、令和２年においても４５７件の人身事故により、社会的・

経済的損失が発生しています。また、令和２年は新型コロナウイルス感

染症の拡大に伴い、これまで想定していなかった事態に直面し、様々な

分野で人々の行動変容が起き、交通事故の発生状況にも少なからず影

響を与えるとともに、交通安全対策のあり方に新たな課題を残しました。 

このような状況を踏まえ、「安全にくらせるまちづくりの実現」を目標とし、

交通事故の実態・交通環境の現状に十分対応した、総合的かつ長期

的な交通安全施策に取り組む指針として「第１１次深谷市交通安全計

画」を策定します。 

この計画は、令和３年度～令和７年度までの５か年間に講ずべき交 

通安全に関する施策の大綱を定めており、この交通安全計画に基づき 

市、関係機関・団体、市民が一体となって諸施策を推進していくもので 

す。 
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第１章 交通事故の発生状況 
 

１ 全般的な交通事故発生状況 
深谷市は、平成１８年１月１日に旧深谷市・旧岡部町・旧川本町・

旧花園町の１市３町による市町合併を経て、県北地域の主要都市と

して誕生しました。総面積は１３８．３７ｋ㎡と行政面積の拡大に

伴い、国道・県道を含む市内の道路総延長距離は約２，４００㎞と

なりました。 

ここで、令和２年に発生した深谷市内での交通事故発生状況をみ

ると、人身事故件数は４５７件、これによる死者数６人、負傷者数

は５４７人に及んでいます。 

なお、死者数６人は統計上死亡事故とみなされる「事故発生後２

４時間以内での死者」であり、負傷者数の背景には、２４時間を経

過した死者に加え、社会復帰が見込めない負傷者が含まれているこ

とから、深谷市内における交通事故の現状は極めて深刻な事態であ

ると推測され、今後、一層充実した交通安全対策を推進する必要が

あります。 

 

表１：深谷市内人身事故発生状況の推移          

（単位：件・人） 

 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 

事故件数 ５７２ ６１１ ５５０ ５２９ ４５７ 

死者数 ５ ２ ７ ７ ６ 

負傷者数 ７０９ ７７３ ６８２ ６３７ ５４７ 

死傷者数 ７１４ ７７５ ６８９ ６４４ ５５３ 

※高速道路上における事故は含んでいません。 

 

２ 年齢層別人身事故死傷者の状況  
令和２年に発生した交通事故による死傷者数を年齢階層別にみる

と、６５歳以上の高齢者が９２人死傷しており、全体の約１６．６％

を占め、高齢化社会に伴い高齢者の免許保有者数が増加しているこ

とから、高齢者同士による痛ましい事故も増えています。 

また４０歳代が市内全体の約２１．９％を占めています。これは、

高齢者と比較して、仕事や余暇など昼夜を問わず活発に活動できる年

代であり、交通事故に遭遇してしまうケースが多いものと推測します。 
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表２：深谷市内年齢層別の死傷者数の推移 
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（単位：人） 

 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 

６５歳以上 １１８ １２４ １０２ １１８ ９２ 

６０～６４歳 ３６ ４１ ２９ ３６ ２９ 

５０歳代 １００ １０１ １０５ ９８ ７４ 

４０歳代 １５１ １６５ １３１ １１３ １２１ 

３０歳代 １１９ １２１ １３０ １０２ ８６ 

２５～２９歳 ５２ ５６ ５２ ４６ ４１ 

１６～２４歳 ７９ １０６ ８５ ８９ ８５ 

１５歳以下 ５９ ６１ ５５ ４２ ２５ 

合計 ７１４ ７７５ ６８９ ６４４ ５５３ 

※高速道路上における事故は含んでいません。 
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３ 状態別交通事故発生状況 
本市においては、自動車が市民の移動手段として広く利用されている

一方で、自転車の関係する事故が多発しています。毎年８０人近くの方が

死傷されています。また、死亡者の半数は歩行中に亡くなっており、歩行

者に対する交通事故防止策を引き続き講じていく必要があり、すべての道

路利用者に対し交通安全意識の向上が求められています。 

 
 

表３：深谷市内状態別交通事故発生状況の推移  

        （単位：人） 

 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 

自転車 １０７ １０１ ８５ ９０ ７５ 

歩行者 ３５ ４８ ４８ ３６ ３６ 

二輪車 ３７ ３４ ３４ ３３ ３２ 

自動車 ５３４ ５９１ ５２２ ４８５ ４０８ 

その他 １ １ ０ ０ ２ 

合計 ７１４ ７７５ ６８９ ６４４ ５５３ 

※高速道路上における事故は含んでいません。 

 

４ 発生場所別交通事故発生状況 

平成２８年～令和２年までに発生した交通事故を発生場所別にみると、

圧倒的に、交差点内において事故が多発する傾向にあります。 

この交差点内における事故は、信号機の見落としや一時不停止など、

危険性の高いものが多く、その原因の一つとして漫然運転が挙げられます。

「慣れた道だから大丈夫」と油断をせず、ハンドルを握ったら常に周囲に

注意を払うことが必要となっています。 

 

表４：深谷市内発生場所別交通事故発生状況の推移  

        （単位：件） 

 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 

交差点 ２９８ ３１２ ２９０ ２７５ ２４８ 

交差点付近 ５９ ６１ ５５ １９ ３４ 

単路 １９８ ２１８ １８４ ２２１ １５４ 

踏切 ０ ０ １ ２ ０ 

その他 １７ ２０ ２０ １２ ２１ 

合計 ５７２ ６１１ ５５０ ５２９ ４５７ 

※高速道路上における事故は含んでいません。 
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交通安全対策の方向 
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第２章 交通安全対策の方向 
 

１ 交通安全対策の方向 

本市の道路交通事故の特徴となっている「高齢者の事故」、「自転車・

歩行者の事故」、「交差点の事故」に、「将来を担う子どもの交通事故」を

加えて重点課題とし、これらの課題に即した各種交通安全対策を関係機

関・団体が連携して強力に推進します。 

市内で発生した重大事故を振り返ってみると、高齢者の事故、歩行者・

自転車の事故が特徴として挙げられることから、ドライバーや自転車利用

者などが、高齢者に配慮した通行を心がけるよう、各世代に対する交通安

全教育を推進します。 

また、自転車利用者に対する交通安全教育・啓発の推進により、交通

ルールを徹底し、自転車利用者の交通事故を防止するとともに、自転車

が安全・快適に利用できるよう、自転車道等の整備を、歩行者の交通事故

を防止するため、交通安全教育や生活道路の歩道整備等を推進します。 

交通安全を進めるためには、人と車が安全かつ円滑に通行できる道路

交通環境の整備が不可欠です。今後も関係機関と緊密な連携のもと、安

全で快適な道路環境を確保するため、各種交通安全施設整備を推進し

ます。 
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２ 計画の目標 

人命尊重の理念に立って、対策の方向に定める各種施策を着実に推

進することにより、市民誰もが安全に安心してくらせるまちづくりを目指しま

す。 

 

○ 目標（本計画の最終年度である令和７年度（２０２５年度）までに） 

① 市内における年間の交通事故死者数を５人以下とする。 

② 市内における年間の交通事故負傷者数を４７４人以下とする。 

○ この指標を目標とした理由 

本来の目標は、交通事故のない「安全に暮らせるまちづくり」を達

成することが究極の目標ですが、この目標を早期に達成することは

困難であると考えられることから、特に悲惨な死亡事故を削減させる

ために死者数を指標として設定するとともに、交通事故による被害

を削減するため負傷者数を指標として設定しました。 

○ 目標値算出の考え方 

①令和２年中、交通事故死者数は６人でした。 

この「６」を深谷市における交通事故死者数の実態ととらえ、本

計画では、「第１１次埼玉県交通安全計画」の目標値に照らし合わ

せ、１名削減の「５人」と設定しました。 

②令和２年中、交通事故負傷者数は５４７人でした。 

上記死者数と同様に、本市における目標を７３人削減の「４７４

人」と設定しました。 
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〇交通安全の将来像 

    ２０１５年９月の国連サミットにおいて採択された、誰一人取り残さな 

   い持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現するための国際目 

   標である「持続可能な開発目標」（SDGｓ：Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍ 

ｅｎｔ Ｇｏａｌｓ）の「ゴール３ すべての人に健康と福祉を」では、「ター 

ゲット3.6」として「2020年までに、世界の道路交通事故による死傷者 

を半減させる。」こととしています。 

 深谷市交通安全計画は、将来的に交通事故死者「ゼロ」を目指し、 

ＳＤＧｓの理念の実現に貢献します。 
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計画の推進体制 
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第３章 計画の推進体制 
 

１ 行政機関 

ア 深谷市 

市は、この計画を策定した責任機関として、各施策を着実に推進す

るとともに、国の地方行政機関、埼玉県及び交通関係団体などと連携

を図り、総合的、一体的な交通安全施策を推進します。 

各地域の状況や市民の生活に対応したきめ細やかな事業を実施す

るなど、地域の実情に応じた効果的な交通安全対策を推進します。 

イ 国の地方行政機関・埼玉県 

深谷市の区域内を管轄する国の地方行政機関及び埼玉県は、交通

事故を減少させるため、本計画の施策を推進するほか、市と連携、協力

して必要な事業を推進します。 

 

２ 事業者・交通関係団体・ボランティア等 

交通安全対策を推進する上で、事業者は大きな役割を果たしていま

す。特に、業務用自動車を運行する事業者は、事業所を中心として安

全運転講習会を実施するほか、安全運転管理者、運行管理者等を通

じた交通安全教育を推進するなど、交通事故防止に努めることが求め

られます。 

また、鉄道事業者は、鉄道や踏切道の安全確保に大きな責任を負っ

ています。そのため、鉄道事業者は、行政機関等と十分連携し、鉄道

交通の一層の安全確保に努めることが求められます。 
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さらに、地域における交通関係団体、ボランティア等が行う交通安全

活動の効果は極めて大きいものがあるので、市や警察署と連携・協力し

た交通安全対策を進めることが求められます。 

 

３ 市民 

悲惨な交通事故をなくすためには、市民一人ひとりが、交通ルールを

守り、正しい交通マナーを実践することが大切です。 

特に、「自分の身は自分で守る」ことを心がけ、車に乗ったらシートベ

ルトを着用する、歩行者や自転車は夜間に外出する際は反射材を身に

つけるといったことを習慣づけるなど、まず、「自分のできることから始め

る」ことが求められます。 
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推進する施策 
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第１１次深谷市交通安全計画において推進する施策の体系 

 
第１１次深谷市交通安全計画 

    

 

第１節 人にやさしい道路交通環境の整備 

 

１ 交通安全施設等の整備    

（１） 交通事故多発地点の重点整備 

（２） 通学路の整備 

（３） 交通環境のバリアフリー化の促進 

（４） 信号機の整備促進 

２ その他の道路交通環境の整備 

（１） 道路使用の適正化 

（２） 災害に備えた交通環境整備 

 

第２節 交通安全に対する意識の高揚 

  

１ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 

（１） 効果的広報活動の推進 

（２） 家庭向け広報の推進 

 ２ 飲酒運転撲滅の推進 

 ３ シートベルト及びチャイルドシートの着用徹底 

 ４ 夕暮れ時・夜間の交通事故防止対策の推進 

 ５ 自転車の安全利用の推進 

  

第３節 自転車・自動車駐車場の整備 

 

 １ 自転車・自動車の利用環境の整備 

 ２ 違法駐車防止の推進 

 

第４節 交通安全教育の充実 

 

１ 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

（１） 幼児に対する交通安全教育 

（２） 小学生に対する交通安全教育 

（３） 中学生に対する交通安全教育 

（４） 高校生に対する交通安全教育 

（５） 若者・成人に対する交通安全教育 

（６） 高齢者に対する交通安全教育 

（７） ダイバーシティ社会に対応した交通安全教育 
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第５節 総合交通規制の促進  

    

１ 効果的な交通規制の総合的推進 

   ２ 災害発生時における交通規制 

 

第６節 道路交通秩序の維持 

   

 １ 交通の指導取締りの強化 

２ 暴走族対策の強化 

 

第７節 救急・救助体制の整備 

 

１ 救急・救助体制の整備充実 

 

第８節 被害者救済対策の充実 

 

１ 被害者救済対策の充実 

 

第９節 調査研究の推進 

 

１ 道路交通事故原因の総合的な調査研究の推進 

 

第10節 踏切道の安全確保 

 

１ 踏切道の安全確保 

（１）  踏切道の構造改良の促進 

（２）  交通規制の実施 
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第１節 人にやさしい道路交通環境の整備 

 交通安全施設等の整備については、体系的な道路網の整備により生活

道路及び幹線道路の適切な機能分担を図るとともに、効果的・効率的に

事故を削減する観点から、事故が多発しているなど緊急に交通の安全を

確保する必要がある箇所で重点的に実施します。 

また、車両を中心とした整備に加え、交通事故の被害を受けやすい幼

児・児童生徒・高齢者などの交通弱者が、安全に安心して道路を利用で

きる交通環境づくりを推進します。 

 

１ 交通安全施設等の整備 

（1） 交通事故多発地点の重点整備 

 交通事故多発地点については、道路診断などにより交通事故を調査・

分析し、交差点改良などを推進するとともに、路面表示や標識及び夜間

の事故防止のための道路照明灯や視線誘導標などの交通安全施設を重

点的に整備します。 

（２） 通学路の整備 

 通学路において、歩道やガードレールなどの交通安全施設の整備を推

進するとともに、地域や学校と一体となって、これらの安全点検や調査を

実施し、利用者の視点に立った交通安全対策を継続して推進することに

より、児童生徒の安全を確保するように努めます。 

（３） 交通環境のバリアフリー化の促進 

 道路を利用するすべての人が、安全に安心して日常生活や社会生活を

常に確保できるよう、ユニバーサルデザインの考え方に基づき、電線類地
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中化事業などに併せ、歩行空間の確保を推進する交通バリアフリー事業

を推進します。 

また、道路標識の高輝度化、大型化なども推進し、人にやさしい道路交

通環境づくりを目指します。 

（４） 信号機の整備促進 

 道路の構造及び交通の実態を調査・把握し、交通事故多発地点、交通

危険箇所などの信号機設置について、各関係機関に対して働きかけま

す。 

また、既設の信号機についても利用実態を把握し、特に、高齢者や身

体障害者など、交通弱者に配慮したバリアフリー対応型信号機や信号灯

器のLED化など、交通の実情に即したより効果的な改良も併せて促しま

す。 

 

２ その他の道路交通環境の整備 

（1） 道路使用の適正化 

 工作物の設置、工事などの道路使用及び占用については、道路の構造

を保全し、安全かつ円滑な道路交通環境を確保するため、極力これを抑

制する方針のもとに適正な許可を行うとともに、道路使用・占用許可条件

の履行、占用物件などの維持管理の適正化を図り、指導します。 

 道路交通の妨げとなる不法占用物件などについては、指導取締りを強

化しその排除を行うとともに、不法占用防止を図るため、関係機関と協力

して沿線住民などに対し積極的に啓発活動を行います。 

 道路の掘り返しを伴う占用工事などについては、無秩序な掘り返し工事
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に伴う交通渋滞や事故を防止するため、占用工事の計画的な施工につい

て合理的な調整を図ります。 

（２） 災害に備えた交通環境整備 

 近年頻発している豪雨や地震などによる災害が発生した場合についても、

安全で安心な生活を支える道路交通が確保できるよう、歩道の拡幅や狭

隘道路の解消などを推進します。 

 また、震災時等に懸念される電柱の倒壊を未然に回避するため、電線

類地中化事業を促進し、避難路の確保を図ります。 

 

 

第２節 交通安全に対する意識の高揚 

 

１ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 

 （１） 効果的広報活動の推進 

 広報ふかや、市ホームページなどの広報媒体や交通事故防止街頭キャ

ンペーンを通じ、自転車の交通事故防止、シートベルト・チャイルドシート

の着用の徹底、飲酒運転の撲滅など、さまざまな角度で積極的かつ効果

的に市民に対し交通安全を呼びかけていきます。 

（２） 家庭向け広報の推進 

 家庭内において、特に幼児・児童生徒・高齢者のいる家庭では毎日の

交通安全に関する会話や呼びかけが、事故防止につながる手段として重

要な役割を果たしています。 

このため、広報ふかや及び市ホームページ、メール配信、ツイッター等Ｓ

ＮＳによる情報発信を織り交ぜ、多くの家庭に交通安全意識が浸透するよ
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う広報の充実に努めます。 

 

２ 飲酒運転撲滅の推進 

 飲酒運転は、運転手の身体能力及び瞬時の判断が欠落するため、事故

の多くが重大事故に結びついています。 

 この悪質極まる飲酒運転を撲滅するため、市及び交通関係機関・団体

のほか、酒類提供事業者などと一体となって広報・啓発活動を推進しま

す。 

 

３ シートベルト及びチャイルドシートの着用徹底 

 シートベルトの着用により車外放出される危険性が低くなり、また、車外

放出された場合でも被害程度が軽減されるというデータがあります。 

交通事故による悲惨な結果を招かぬよう、運転席や助手席はもちろん後

部座席のシートベルトやチャイルドシート着用の徹底及び着用効果、正し

い着用方法について理解を一層深め、積極的に普及・啓発活動を進めま

す。 

 

４ 夕暮れ時・夜間の交通事故防止対策の推進 

 交通事故が集中して起こる時間帯として、太陽が沈む前の夕暮れ時が

挙げられます。 

また、夜間帯に発生する事故は、速度超過をする車両が増加するなど、

重大事故につながる割合が高くなっています。 

このため、車両においては前照灯の早めの点灯を促進するとともに、歩
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行者・自転車利用者に反射材用品や自発光式ライト等の普及、特に高齢

者に対する明るい服装等の着用効果に関する広報啓発を推進します。 

 

５ 自転車の安全利用の推進 

 自転車利用者の交通ルール遵守の徹底、交通マナーの向上を図り、自

転車乗用中の交通事故や自転車による迷惑行為を防止するため、「自転

車安全利用五則」（平成19年7月10日 埼玉県中央交通安全対策会議 

埼玉県交通対策本部決定）を活用するとともに、傘さし、イヤホン、携帯電

話使用の禁止など、歩行者や他の車両に配慮した通行等自転車の正し

い乗り方に関する普及啓発活動の強化を図ります。 

また、自転車が加害者となる場合もあり、十分な自覚と責任への意識の

啓発を図ります。 

 特に交通弱者である子どもや高齢者に対して、自転車の安全な乗り方

等を指導することにより、自転車の安全な利用を推進するとともに、幼児・

児童の自転車用ヘルメットについて、あらゆる機会を通じて保護者等に対

し、着用の徹底を図ります。 

 

 

第３節 自転車・自動車駐車場の整備 

 

１ 自転車・自動車の利用環境の整備 

 駅周辺などにおける自転車・原動機付自転車の放置問題の解決と、駅

までの送迎用自動車などの違法駐車車両を排除するため､自転車放置整

理区域を定めるとともに、駅周辺の駐輪場・駐車場管理の充実を図りま
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す。 

 また、駐輪場における駐輪方法の指導や誘導、駐車場での不正出車の

排除を徹底し、広報などを通じて啓発活動を展開し、駐輪・駐車場利用者

に対するマナーの向上を図ります。 

 

２ 違法駐車防止の推進 

 路上における違法駐車は、災害発生時に緊急車両の妨げとなるほか、

交通事故や渋滞を引き起こすなど、安全で円滑な交通環境に何らかの支

障をきたす恐れがあります。 

そのため、これらを防止するよう、警察など関係機関に対し、違法駐車の

取り締まり強化を要請し、併せて違法駐車の排除及び自動車の保管場所

確保などに関し、市民への広報活動を推進します。 

 

  

第４節 交通安全教育の充実 

 

１ 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

交通安全教育の充実は、道路を利用するすべての人が、自他の生命

尊重という理念のもとに、交通社会の一員としての責任を自覚し、交通安

全意識と交通マナーの向上に努め、相手の立場を尊重し、他の人々や地

域の安全にも貢献できる良き社会人を育成するために、大変重要な意義

を有しています。 

 交通安全意識と交通マナーを身に付けるためには、人間の成長過程に

合わせ、生涯にわたり継続的に学習することが必要となります。 
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 このため、幼児から高齢者にいたるまでの段階的かつ体系的な交通安

全教育を推進します。 

 また、従前の取り組みに加え、動画を活用した学習機会の提供、ウェブ

サイトやＳＮＳ等、各種媒体の積極的活用など、対面によらない交通安全

教育についても効果的に推進します。 

（１） 幼児に対する交通安全教育 

 幼児に対する交通安全教育は、基本的な交通ルールを守り、正しい交

通マナーを実践する態度を身に付けさせるとともに、日常生活において安

全に道路を通行・横断するために必要な基本的な技能及び、知識を習得

させることを目標とします。 

 また、交通安全教育は、幼少期から「習慣」として体得する必要があるた

め、幼稚園・保育園において、家庭や地域・関係機関と連携を図りながら、

計画的かつ継続的に実施します。 

 家庭に対しては、交通安全教育における役割の重要性を認識させ、「交

通安全は家庭から」をモットーに、家庭での積極的な話し合いが行われる

よう広報啓発活動を推進します。 

 また、地域においては、交通安全団体や自治会などの活動の中で実施

される保護者同伴の交通安全教育への積極的な参加を促進します。 

（２） 小学生に対する交通安全教育 

 小学生に対する交通安全教育は、歩行者及び自転車の利用者として必

要な技能と知識を習得させるとともに、安全に道路を通行するために、道

路における危険を予測し、これを回避する力を身に付けさせ、「自分の命

は自分で守る」意識と能力を高めることを目標とします。 
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現在、学校ごとに実施している小学校１・２年生を対象とした「道路の安

全な横断の仕方」及び小学校３年生以上を対象とした「安全な自転車の

乗り方」などの実践型安全教育を積極的に推進し、「自らの安全を確かめ

る習慣」を身に付けさせます。 

 さらに、交通指導員による登校時の安全な通行の指導、新入学児童を

持つ保護者を対象とした研修会等を実施します。 

（３） 中学生に対する交通安全教育 

 中学生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要

な事柄、特に自転車で安全に道路を通行するために必要な技能と知識を

十分に習得させるとともに、自己の安全ばかりではなく、道路を利用する

他の人々の安全にも配慮できる「思いやりの心」を育成することを目標とし

ます。 

 成長段階において、中学生は青年期に移行する過渡期にあたり、心身

の発達は著しい反面、精神的に未発達な面も多く、その未熟さから交通

規則を知っていても守らないことも見受けられます。 

そこで、現在、各中学校で実施している「交通社会における自転車の正

しい乗り方講習」に加えて、社会の一員としての自覚と、交通ルールという

社会のきまりについて更に理解を深めるよう指導します。 

（４） 高校生に対する交通安全教育 

 高校生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要

な事柄、特に自転車で安全に道路を通行するために必要な技能と知識を

十分に習得させるとともに、交通社会の一員として交通ルールを遵守し、

自他の生命を尊重するなど責任をもって行動できる健全な社会人を育成



25 

 

することを目標とします。 

 また、高校生は道路交通法上、自動車及び自動二輪車の運転免許の

取得・保有が可能であり、特に自動二輪車については１６歳から免許が取

得・保有できることから、交通社会の一員となる自覚や、交通事故のリスク

などを認識させるよう、各高等学校に対し働きかけます。 

（５） 若者・成人に対する交通安全教育 

 若者及び成人に対する交通安全教育は、運転者としての社会的責任の

自覚、安全運転に必要な知識、技術、特に危険予測・回避能力の向上に

重点を置き、交通安全意識の高揚、正しい交通マナーの実践を目標とし

ます。 

また、多くの若者・成人は交通事故に対して「自分だけは大丈夫」との

意識が高いため、交通事故加害者や被害者の心情など交通事故による

痛ましい実態の周知を図り、「明日はわが身」であることを痛感させ、漫然・

悪質・無謀運転の排除を図ります。 

（６） 高齢者に対する交通安全教育 

 高齢者に対する交通安全教育は、加齢に伴う心身機能の変化が歩行

者、自転車利用者としての交通行動に及ぼす影響への理解、道路及び

交通の状況に応じて安全に道路を通行するために必要な技能及び交通

ルール等の知識を習得させるほか、夜間の交通事故防止に効果の高い

反射材の普及促進を図ります。 

また、今まで交通安全教育を受ける機会が少なかった高齢者にも配慮

し、地域での社会教育活動・福祉活動・各種の催し物などの多様な機会

を有効に活用し交通安全教室を実施します。 
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その他にも、自転車乗用中の交通事故を防止するため、参加・体験・実

践型の交通安全教育を積極的に推進するとともに、高齢者の自動車運転

者に対しては、高齢者講習及び更新時講習における高齢者学級の内容

の充実に努めるほか、高齢者に自己の運動能力や反応動作、自動車の

特性等を再認識させ、関係機関・団体、自動車教習所等と連携し、運転

適性診断や運転者用機材又は実車運転体験等による運転技能診断等を

実施して、診断結果に基づく個別指導を行うなどの運転者教育を推進し

ます。 

また、相次ぐ道路の逆走や操作ミスによる事故の防止を図るため、高齢

者が交通事故の加害者になる可能性があるという観点に基づき、加齢に

伴う身体機能や認知機能低下を認識させ、安全運転への意識の高揚を

図るとともに、自主的な運転免許の返納を促す啓発活動等を推進します。 

（７） ダイバーシティ社会に対応した交通安全教育 

  時代の変化とともに多様な視点から、交通安全のために必要な技能及

び知識の習得のため、きめ細やかな交通安全教育を推進します。 

  例えば、障害者に対しては、地域における福祉活動の場を利用するな

どして広報活動を推進したり、外国人に対しては、多言語に対応した交通

安全パンフレット等を活用して広報活動の実施を推進します。 
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第５節 総合交通規制の促進 

 

１ 効果的な交通規制の総合的推進 

安全で機能的な都市交通を確保するため、計画的に都市総合交通

規制を推進し、地域特性、道路の整備状況と安全性、交通量などに応

じた安全で円滑な交通通流の維持を図ります。 

通過交通量の多い道路については、駐停車禁止、指定方向外進行

禁止などを効果的に組み合わせて、スムーズな交通を推進します。 

また、住宅街の道路で、生活圏内において活用されることの多い道路

では､一方通行や路側帯などを組み合わせて、歩行者や自転車利用者

の安全の確保に重点を置き、通過交通の抑制を図るなど、良好な生活

環境や交通環境を維持するための交通規制を実施します。 

 

２ 災害発生時における交通規制 

大規模な災害発生時には、市民の混乱を最小限に回避するため、車

両の通行止などの交通規制を迅速かつ的確に実施するよう、関係機関に

要請します。 

 

 

第６節 道路交通秩序の維持 

 

１ 交通の指導取締りの強化  

 交通事故を防止し、交通事故による被害者を減少させるためには、交通
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事故に直結する可能性のある、悪質・危険性、迷惑性の高い道路交通法

規違反に重点を置いた交通取締りの強化を推進します。 

併せて交通事故を誘発させる原因のひとつとして、自転車利用者による

無灯火、二人乗り、信号無視、一時不停止及び歩道通行者に危険を及

ぼす違反行為などの取締り強化についても推進します。 

 

２ 暴走族対策の強化 

 暴走族に対しても、各種不法事案を未然に防ぎ、交通秩序を確保すると

ともに、青少年の健全な育成を図るため、関係機関・団体が連携して、暴

走族追放気運の高揚及び家庭や学校などにおける青少年の指導の充実、

暴走行為をさせないための環境づくりを推進します。 

 

 

 第７節 救急・救助体制の整備 

 

１ 救急・救助体制の整備充実 

交通事故による負傷者の救命及び被害を最小限にとどめるため、市・

消防本部・医療機関が一体になり、迅速かつ高度な救急・救助体制の整

備拡充を図ります。 

特に、専門的知識を備えた救急救命士の養成及び配置などの推進を

図り、市民に対し適確な救急サービスを提供できる体制の充実を図りま

す。 
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第８節 被害者救済対策の充実 

 

１ 被害者救済対策の充実 

 交通事故による被害者は、多大な肉体的・精神的・経済的な打撃を受け

ており、交通事故発生後のさまざまな援護対策が重要となっています。 

 被害者の支援の手段として、独立行政法人自動車事故対策機構が行う

交通遺児等に対する生活資金の貸付、市や交通遺児育成機関が行う交

通遺児育成のための基金事業などの交通事故被害者援護事業を、広報

媒体を利用して広く周知し、被害者の積極的な支援を推進し、交通事故

被害者などの心情に配慮した相談を受けられるよう、情報収集を図りま

す。 

 また、自転車事故の増加に伴い、自転車利用者が高額な賠償責任を負

うケースも珍しくなくなっています。このため自転車事故による被害者の救

済の十全を図るため、自転車損害賠償保険の普及促進を図ります。 

  

 

第９節 調査研究の推進 

 

１ 道路交通事故原因の総合的な調査研究の推進 

 交通事故の発生要因は、近年ますます複雑・多様化し、事故原因の真

相究明が困難な状況となっており、その結果、有効かつ適切な交通事故

防止対策を実施するにあたり、多くの時間を費やすこともあります。 

交通事故は人・道・車の３要素が複雑に絡んで発生するものであること
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から、それぞれの分野における専門的な研究開発を一層推進し、速やか

な交通事故原因の真相究明の実現に向け、各関係機関と連携していきま

す。 

 

 

第１０節 踏切道の安全確保 

 

１ 踏切道の安全確保 

 踏切事故は、長期的にみると事故発生件数は少ないが、いざ踏切事故

が発生すると大惨事につながる可能性が非常に高くなります。 

深谷市内においても、改良すべき踏切道は残されていることから、次に

掲げる各種施策を推進します。 

（１）踏切道の構造改良の促進 

歩道が狭隘な踏切道などについては、周辺の交通事故や無理な横断

による踏切事故の発生が懸念されるため、踏切改良などによる構造改良

を推進します。 

併せて踏切遮断機が整備されていない踏切道についても、地域住民の

利用状況や通行に際しての危険性などを勘案し、安全に配慮した構造改

良を推進します。 

（２）交通規制の実施 

踏切道において、道路の交通量・踏切道の幅員・迂回路の状況などを

勘案し、踏切利用者の安全を確保するため、必要に応じて踏切付近の自

動車通行止め、自動車右左折禁止などの交通規制を推進するとともに、
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併せて道路標識などの大型化・高輝度化による視認性の向上を推進しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「人も車も自転車も  安心・安全 深谷市」 

深谷市交通安全スローガン 

 


